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第１章 計画の概要 

 

第１節 計画の趣旨                                                         

高萩市（以下「本市」）では令和３年度「第３期高萩市障害者計画」、「第６期高萩市障害福祉計画」及び

「第２期高萩市障害児福祉計画」を策定し、障害者・障害児施策を推進してきました。この度、現行の障害

福祉計画・障害児福祉計画が令和５年度をもって終了することから、障害者福祉計画に掲げた基本理念

「地域共生社会の実現」のため、障害者総合支援法第８８条及び児童福祉法第３３条の２０に基づき令和６

年度を初年度とする「第７期高萩市障害福祉計画」及び「第３期高萩市障害児福祉計画」を策定するもので

す。 

 

第２節 計画の位置づけ                                                                         

1．本計画の位置づけ 

本計画は、障害者総合支援法第 88条に基づく「第 7期高萩市障害福祉計画」と児童福祉法第 33条の 

の 20第 1項に基づく「第３期高萩市障害児福祉計画」を一体的に策定し、「第３期障害者福祉計画」の障

がい者サービスの等の確保に向けた実施計画となるものです。 

 

２．他の計画との位置づけ 

 本計画は、国及び茨城県が策定する関連計画や、本市の「第６次総合計画」との整合性をはじめ、「第

3期高萩市地域福祉計画・第５次高萩市地域福祉活動計画」や「高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計

画」、「第２期 高萩市萩っ子・子育て支援事業計画」等の関連計画との調整を図りながら策定いたします。 

 

３．SDGs とのつながり 

 SDGｓ（持続可能な開発目標）は平成 27年９月、国連サミットで採択されたた国際社会の共通の目標

です。「誰一人として取り残されない」持続可能で多様性と包括性のある社会の実現に向けて、本市におい

ても、全ての人の平等かつ公平な社会参画をめざし、取り組みを進めていきます。 
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第３節 計画の対象                                                  

本計画は、障害者基本法の理念に基づき、保健・医療、福祉、教育等の対人サービスについては身体障

がい、知的障がい及び精神障がい（発達障がいを含む）のある人のほか、難病や高次脳機能障がいにより

生活上に支障がある人も対象とします。しかし、ノーマライゼーション社会の実現のためにはすべての市民

の理解と協力が必要不可欠です。したがって、本計画は全市民を対象としています。 

 なお、本計画では、「害」という字のマイナスの印象を考慮し、障がいのある人の人権をより尊重

するという観点から、人や状態を表す場合の「障害」を「障がい」の表記に変更しています。ただし、

法令、制度に関する表記により「障がい」に変更することが適当でないものについては、変更しない

こととします。 

 

第４節 計画の期間                                                                                                               

 「第７期高萩市障害福祉計画」及び「第３期障害児福祉計画」は令和８年度を目標とし、令和６年度から令

和８年度までの３年間を計画期間とします。 

 

 令和３年 令和４年 令和5年 令和6年 令和7年 令和8年 令和９年度 令和10年 令和11年 

高
萩
市
障
害
者
計
画 

 

第３期 
         

第４期 
         

障
害
福
祉
計
画 

第６期 
         

第７期 
         

第８期 
         

障
害
児
福
祉
計
画 

第２期 
         

第３期 
         

第４期 
         

 

 

第５節 計画の策定体制                                                         

本計画は、保健、医療、教育、雇用などの関係機関及び障がい者団体から選任した委員をもって構成す

る「高萩市地域自立支援協議会」を設置し、市民と行政との協働により協議、検討してとりまとめました。 
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第２章 障害福祉計画及び障害児福祉計画の基本的な考え方 

 

第１節 基本理念                                                          

国が示す「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」

を踏まえ、基本理念を設定します。 

 

①障がい者等の自己決定の尊重と意思決定の支援 

 障がいの種別・程度を問わず、障がいのある人自らその居住する場所を選択し、必要とする支援が受け

られる施策を推進します。 

 

②市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施 

 市を障がい者福祉実践の中隔と位置付けるとともに、障がい種別間に格差のない、均衡のとれた障害福

祉サービスの提供を目指します。 

 

③地域生活移行や就労支援等の課題に対応したサービス体制の整備 

障がいのある人等の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援といった新たな課題に対応し

たサービス提供体制を整えるとともに、地域の社会資源を最大限に活用し、障がいのある人等の生活を地

域全体で支えるシステムの構築を推進します。 

 

④地域共生社会の実現に向けた取組 

 地域の全ての住民が、主体的に地域や暮らし、生きがいを創り、お互いに高め合うことができる地域共生

社会の実現にむけた取組を推進します。 

 

⑤ 障害児の健やかな健康育成のための発達支援 

 障がいのある児童の健やかな育成のために、児童とその家族に対し、早い段階から身近な地域で支援

できるように、発達支援における専門的な支援体制の構築を推進します。 

 

⑥ 障害福祉人材の確保・定着 

 将来にわたって安定的に障害福祉サービス等を提供し、様々な障害福祉に関する事業を実施していくた

めに、提供体制の確保とそれを担う人材の確保・定着を図ります。 

 

⑦障害者の社会参加を支える取組定着 

 障がい者の多様なニーズを踏まえ、文化・芸術活動や健康づくり、スポーツ等の分野を含め、地域でいき

いきと安心して健康的に暮らすことができるよう、障がい者の地域における社会参加を推進します。 
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第２節 障害福祉サービス等の種類と整備方針                                         

障害者総合支援法の福祉サービスは、個々の障がいのある人の障がいの程度や勘案すべき事項（社

会活動や介護者、居住等の状況）をふまえて支給決定が行われる障害福祉サービス、障害児支援事業、

市町村の創意工夫により、利用者の状況に応じて柔軟に実施できる地域生活支援事業に大別されます。 

障害福祉サービスは、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練

等給付」に位置づけられ、それぞれ利用までの流れが異なります。 

 平成２８年に障害者総合支援法及び児童福祉法が一部改正され、障がいのある人が、自分たちが望む

地域生活を送ることができるよう、生活と就労に対する支援の一層の充実を行うとともに、障がい児支援の

ニーズの多様化にきめ細やかに対応するための支援の拡充が図られることとなりました。 

 

 

■福祉サービスの体系 

（１）障害福祉サービス【介護給付】 

サービス種類 
サービス内容 

サービス整備方針 

訪 

問 

系 

サ 
ー 

ビ 

ス 

 

居宅介護 

（ホームヘルプ） 

内 容 居宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

対 象 者 

 

障害者支援区分が区分１以上（障がいのある児童にあってはこれに相

当する心身の状態）である人。 

サ ー ビ ス 

整 備 方 針 

必要とするサービス量の確保に努めます。 

重度訪問 

介護 

 

内 容 居宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援等を総

合的に行います。 

対 象 者 障害支援区分が区分４以上あって、下記のいずれかに該当する人。 

①二肢以上に麻痺等があり、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩

行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されて

いる人。 

②障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が

１０点以上である人。 

サ ー ビ ス 

整 備 方 針 

必要とするサービス量の確保に努めます。 

同行援護 内 容 外出時、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護や外出先

での必要な援助を行います。 

対 象 者 同行援護アセスメント票の基準を満たす視覚障がいがあり、移動に著し

い困難を有する人。 

サ ー ビ ス 

整 備 方 針 

市内には、同行援護を行っている事業所がないため、広域的な事業所

においてサービスの必要量を確保します。 
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サービス種類 
サービス内容 

サービス整備方針 

訪 

問 

系 

サ 

ー 

ビ 

ス 

行動援護 

 

内 容 知的、又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がいのある

人等が行動する際に、危険を回避するための必要な支援、外出支援を

行います。 

対 象 者 障害支援区分が区分３以上であって、障害支援区分の認定調査項目

のうち行動関連項目等の合計点数が１０点以上（障がいのある児童に

あっては、これに相当する心身の状態）である人。 

サ ー ビ ス 

整 備 方 針 

必要とするサービス量の確保に努めます。 

 

重度障害者

等包括支援 

内 容 ホームヘルプサービス、日中活動サービス及び短期入所等の複数の

サービスを包括的に行います。 

対 象 者 障害支援区分が区分６（障がいのある児童にあっては区分６に相当す

る心身の状態）であって、下記のいずれかに該当する人。 

①四肢に麻痺等があり、人工呼吸器による呼吸管理を行なっている身

体障がいのある人。 

②四肢に麻痺等がある最重度の知的障がいのある人。 

③障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が

１０点以上である人。 

サ ー ビ ス 

整 備 方 針 

サービス提供事業所の参入を促進します。 

日 

中 
活 

動 

系 

サ 

ー 

ビ 

ス 

短期入所 

（ショートステイ） 

内 容 家族などの介護者の疾病、その他の理由により、施設に短期間入所す

ることができます。 

対 象 者 在宅の障がいのある人で、障害支援区分１以上か、在宅の障がいのあ

る児童で、障害児短期入所区分１以上の人。 

サ ー ビ ス 

設 備 方 針 

利用者が必要とするときに、適正なサービス量を提供できるよう、事業

所との連携を図ります。 

療養介護 

 

内 容 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管

理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 

対 象 者 ①筋委縮性側索硬化症（ＡＬＳ）患者等気管切開を伴う人工呼吸器によ

る呼吸管理を行っている人であって、障害支援区分が区分６の人。 

②筋ジストロフィー患者又は重症心身障がいのある人であって、障害

支援区分が区分５以上の人。 

サ ー ビ ス  

整 備 方 針 

必要とするサービス量の確保に努めます。 
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サービス種類 
サービス内容 

サービス整備方針 

日
中
活
動
系
サ
ー
ビ
ス 

生活介護 

 

内 容 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

とともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 

対 象 者 障がいのある人（障害支援区分が一定以上ある人）。 

サ ー ビ ス 

整 備 方 針 

必要とするサービス量の確保に努めます。 

 

居
住
系
サ
ー
ビ
ス 

施設入所支

援 

 

内 容 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行

います。 

対象者 障害支援区分が区分４以上の人（50歳以上の人は、区分 3以上の人） 

サ ー ビ ス  

整備方針 

障がいのある人の、住まいの確保に努めます。 
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（２）障害福祉サービス【訓練等給付】 

サービス種類 
サービス内容 

サービス整備方針 

日 

中 

活 

動 

系 

サ 

ー 

ビ 

ス 

自立訓練 

 

内 容 ＜機能訓練・生活訓練＞ 

 自立して日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能

又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 

＜宿泊型自立訓練＞ 

 居室その他の設備を利用し、家事等の日常生活能力を向上させるた

めの支援、生活等に関する相談及び助言等を行います。 

対 象 者 機能訓練は、身体に障がいがある人と難病患者。 

生活訓練及び宿泊型自立訓練は、知的障がいのある人又は精神障が

いのある人。 

サ ー ビ ス 

整 備 方 針 

必要とするサービス量の確保に努めます。 

 

就労選択支

援 

【計画期間中

に施行予定】 

内 容 就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、 就労アセス 

メントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った 

選択を支援します。 

対 象 者 障がいのある人 

サ ー ビ ス 

整 備 方 針 

必要とするサービス量の確保に努めます。 

就労移行支

援 

内 容 一般企業等への就労を希望する人に、原則２年まで、就労に必要な知

識及び能力の向上の為に必要な訓練を行います。 

対 象 者 障がいのある人。 

サ ー ビ ス 

整 備 方 針 

必要とするサービス量の確保に努めます。 

 

就労継続支

援 

内 容 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及

び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

＜Ａ型（雇用型）＞ 

通常の事業所に雇用されることが困難な方に対し、雇用契約に基づく

就労機会の提供等を行います。 

＜Ｂ型（非雇用型）＞ 

就労経験のある方等に対し、就労の機会や生産活動等の場の提供等

を行います。 

対 象 者 障がいのある人。 

サ ー ビ ス 

整 備 方 針 

必要とするサービス量の確保に努めます。 

 

就労定着支

援 

内 容 障がいのある人との相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、

企業や関係機関との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要と

なる支援を行ないます。 
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就労定着支

援 

対 象 者 就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障がい者で、就労

に伴う環境変化により生活面の課題が生じている人。 

サ ー ビ ス 

整 備 方 針 

サービス提供事業所の参入を促進します。 

 

サービス種類 
サービス内容 

サービス整備方針 

居
住
系
サ
ー
ビ
ス 

自立生活援

助 

内 容 一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、障がい

のある人の理解力、生活力等を補う観点から、適時のタイミングで適切

な支援を行います。 

対 象 者 障がい者支援施設やグループホーム等を利用していた障がいのある

人で、ひとり暮らしを希望する人。 

サ ー ビ ス 

整 備 方 針 

サービス提供事業所の参入を促進します。 

共同生活援

助 

（グループホーム） 

 

内 容 主として夜間において、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、

食事の介護、その他日常生活向上の援助を行います。 

対 象 者 障がいのある人。 

サ ー ビ ス 

整 備 方 針 

障がいのある人の、住まいの確保に努めます。 
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（３）障害福祉サービス【相談支援】 

サービス種類 
サービス内容 

サービス整備方針 

相 

談 

支 

援 

計画相談 

支援 

内 容 障害福祉サービスの申請・変更時に、障がいのある人の心身の状況等

を勘案した「サービス等利用計画」を作成し、モニタリングを実施します。 

対 象 者 障害福祉サービス及び地域相談支援利用者。 

サ ー ビ ス 

整 備 方 針 

相談支援事業所の増加及び相談支援専門員の資質向上に取り組みま

す。 

地 

域 

相 

談 

支

援 

 

地域移行 

支援 

内 容 障がい者支援施設等に入所している障がいのある人又は精神科病院

に入院している精神障がいのある人について、住居の確保など地域に

おける生活に移行するための支援を行います。 

対 象 者 活動に関する相談支援を行います。 

①障がい者支援施設や療養介護施設に入所している人。 

②精神科病院に入院している精神障がいのある人。 

③生活保護法で規定する救護施設・厚生施設や刑務所・少年刑務所・

留置所・少年院等に入所している障がいのある人。 

サ ー ビ ス 

整 備 方 針 

関係機関等との連携に努めながら、支援体制の整備、充実を図ります。 

地域定着 

支援 

内 容 

 

居住において単身等で生活する障がいのある人に、常時の連絡体制を

確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必

要な支援を行います。 

対 象 者 

 

 

 

①居宅において単身であるために緊急時の支援が見込めない人。 

②居宅において家族が同居している障がいのある人であっても、該当

家族が障がい・疾病等のため緊急時の支援が見込めない人（障がい者

支援施設や精神科病院等を退所・退院した人など、地域生活が不安定

な人を含む）。 

サ ー ビ ス 

整 備 方 針 

関係機関等との連携に努めながら、支援体制の整備、充実を図ります。 
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（４）障害児支援事業 

サービス種類 
サービス内容 

サービス整備方針 

通 

所 

支 

援 

 

放課後等 

デイサービ

ス 

 

 

内 容 

 

就学している障がいのある児童に、授業終了後又は夏休み等の休業

日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進など

の支援を行います。 

対 象 者 就学している障がいのある児童。 

サ ー ビ ス 

整 備 方 針 

必要とするサービス量の確保に努めます。 

 

児童発達 

支援 

 

 

 

 

内 容 未就学の障がいのある児童に日常生活における基本的な動作の指導

や集団生活への適応訓練等を支援します。 

対 象 者 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる

未就学の障がいのある児童。 

サ ー ビ ス 

整 備 方 針 

必要とするサービス量の確保に努めます。 

保育所等 

訪問支援 

内 容 保育所等を訪問し、障がいのある児童に対して、外の児童との集団生

活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。 

対 象 者 集団生活を行う施設（保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校など）に

通う障がいのある児童。 

サ ー ビ ス 

整 備 方 針 

必要とするサービス量の確保に努めます。 

 

居宅訪問型

児童発達支

援 

内 容 障がいのある児童の自宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の

指導、知識技術の付与等の支援を行います。 

対 象 者 重度の障がいがあり、障がい児通所支援を受けるために外出すること

が著しく困難な児童。 

サ ー ビ ス 

整 備 方 針 

サービス提供事業所の参入を促進します。 

相 

談 

支 

援 

障害児相談

支援 

内 容 サービス等の利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と

認められる場合に、障がいのある児童の日常生活や地域生活を支え、

その抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメ

ントにより、きめ細かく支援します。 

対 象 者 障がい児支援事業を利用するすべての児童。 

サ ー ビ ス 

整 備 方 針 

相談支援体制の充実を図るとともに、相談支援専門員の資質の向上を

図ります。 
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（５）地域生活支援事業 

地域生活支援事業は、障害者総合支援法第７７条及び第７８条に基づき、市が実施主体となって行う事

業です。障がいの有無に関わらず、日常生活又は社会生活ができるように、地域の特性や利用者の状況

に応じた柔軟な事業の実施を行うこととしています。 

【必須事業】 

サービス種類 
サービス内容 

サービス整備方針 

必

須

事

業 

理解促進研

修・啓発事

業 

 

内     容 

 

障がいのある人が日常生活及び社会生活をするうえで生じる｢社会的

障壁｣をなくすため、地域の住民に対して、障がいのある人への理解を

深める研修会やイベントの開催、啓発活動などを行います。 

サ ー ビ ス  

整 備 方 針 

研修会等を開催し、障がいのある人への理解を深められるよう努めま

す。 

自発的活動

支援事業 

 

内     容 

 

障がいのある人、その家族、地域住民などが地域において自発的に行

う活動（ボランティア活動など）を支援します。 

サ ー ビ ス  

整 備 方 針 

高萩市社会福祉協議会と連携して活動に対する支援に努めます。 

 成年後見制

度利用支援

事業 

 

内 容 知的障がいのある人や精神障がいのある人等で、判断能力が不十分

である一定の用件に該当する人に対し、成年後見制度の利用を支援す

るためその費用を助成します。 

対 象 者 知的障がい、精神障がい等の理由により、日常生活を営むのに支障が

ある人。 

サ ー ビ ス 

整 備 方 針 

事業の周知を図りながら、利用の促進に努めます。 

 成年後見制

度法人後見

支援事業 

 

内 容 障がいのある人の権利を擁護するため、成年後見制度に基づく後見等

の業務を適正に行うことができる体制整備に向け、必要な研修の実施、

法人後見活動を安定的に実施するための組織づくりなどを支援するも

のです。 

対 象 者 法人後見実施団体、法人後見の実施を予定している団体等。 

サ ー ビ ス 

整 備 方 針 

事業の実施に向け、体制整備に努めます。 

 相談支援機

能強化事業 

内 容 障がいのある人及びその家族からの相談に応じ、情報提供やサービス

の利用支援を行うとともに、関係機関との調整や、権利擁護のために必

要な援助を行います。 

サ ー ビ ス 

整 備 方 針 

それぞれの障がいに応じた相談支援体制の充実とともに、相談支援専

門員の資質の向上を図ります。 
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サービス種類 
サービス内容 

サービス整備方針 

必

須

事

業 

  

基幹相談支

援センター

事業 

 

内 容 

 

 

地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、総合的・専門

的な相談支援を行うと共に、相談支援体制の強化や地域生活を支える

ための体制整備に係るコーディネート等の相談等の業務を総合的に行

うものです。 

サ ー ビ ス 

整 備 方 針 

専門的な相談支援の充実に努めます。 

住宅入居等

支援事業 

内 容 

 

賃貸住宅への入居に際して必要な調整や家主等への相談・助言を通じ

て障がいのある人等の地域生活を支援します。 

対 象 者 障がいのある人等であって、賃貸契約による一般住宅への入居を希望

しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な人。 

サ ー ビ ス 

整 備 方 針 

事業の実施に向け、体制整備に努めます。 

手 話 通 訳

者・要約筆

記者派遣事

業 

内 容 

 

聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障がいにより、意思疎通を図るこ

とに支障がある人に対し、手話通訳や要約筆記を行う者等の派遣など

を行います。 

サ ー ビ ス 

整 備 方 針 

ニーズに応じた必要な派遣ができるよう事業を継続します。 

手話通訳者

設置事業 

内 容 

 

市では、市役所での手続きを円滑にするため、窓口に手話通訳者の配

置を目指します。 

サ ー ビ ス 

整 備 方 針 

事業の実施に向け、体制整備に努めます。 

手話奉仕

員・要約筆

記奉仕員養

成研修 

内 容 

 

 

市の行事や会議等への聴覚障がいのある人の参加・参画、市の広報

活動などの支援者として期待される手話奉仕員、要約筆記奉仕員の養

成研修を実施しています。 

対 象 者 実施主体が適当と認めた人。 

サ ー ビ ス 

整 備 方 針 

事業の実施に向け、体制整備に努めます。 

日常生活用

具給付等事

業 

内 容 重度障がいのある人等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具

を給付又は貸与することにより、日常生活の便宜を図りその福祉の増

進に資することを目的とします。 

対 象 者 原則として、在宅の身体障がいのある人・知的障がいのある人・難病患

者であって、該当用具を必要と認められる人。 

サ ー ビ ス 

整 備 方 針 

ニーズに応じた適切な給付等を継続します。 
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サービス種類 
サービス内容 

サービス整備方針 

 

必

須

事

業 

移動支援事

業 

内 容 屋外での移動に困難がある障がいのある人が、外出及び余暇活動等

の社会参加のための外出をするとき、ヘルパーを派遣し移動の支援を

行います。 

対 象 者 屋外での移動に困難がある障がいのある人、障害福祉サービス（通院

介助）の支給決定を受けていない人。 

サ ー ビ ス 

整 備 方 針 

必要とするサービス量の確保に努めます。 

地域活動支

援センター

機能強化事

業 

内 容 

 

 

 

 

 

 

障がいのある人に創作的活動や生産活動の機会を提供したり、社会と

の交流の促進等を行なったり、社会復帰に向けた支援を行います。 

＜基礎的事業＞ 

創作的活動又は生産的活動の機会の提供、社会との交流促進等の支

援を行います。 

＜機能強化事業＞ 

基礎的事業に加え、地域生活を支えるセンター機能等を強化した事業

を行います（Ⅰ型は医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のた

めの調整や相談支援事業の実施。Ⅱ型は機能訓練、社会適応訓練、

入浴等のサービスを実施します（※現在市内にはありません）。Ⅲ型は

地域の障がい者団体等が実施する通所による援護事業等です）。 

対 象 者 精神障がいのある人。 

サ ー ビ ス 

整 備 方 針 

事業の周知を図りながら、利用の促進に努めます。 
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【任意事業】 

サービス種類 サービス内容 

サービス整備方針 

 

任

意

事

業 

障害者虐待

防止対策支

援事業 

 

内 容 

 

障がいのある人への虐待を防止するため、障がい者虐待相談窓口を設

置し、障がいのある人への虐待に関わる通報の受理、虐待をうけた障

がいのある人の相談及び助言等を行うとともに普及啓発に努め、障が

い者虐待防止体制の充実を図ります。 

サ ー ビ ス 

整 備 方 針 

事業の周知を図り、体制整備に努めます。 

日中一時支

援事業 

 

内 容 障がい者支援施設等において障がいのある人の日中における活動の

場を確保し、障がいのある人の家族の就労支援及び障がいのある人を

日常的に介護している家族の介護負担の軽減を図ります。 

対 象 者 市内に居住する在宅の障がいのある人で、日中において見守り等をす

る人がいないため、一時的に支援が必要な人。 

サ ー ビ ス 

整 備 方 針 

必要とするサービス量の確保に努めます。 
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第３章 障害福祉サービス等の利用実施及び必要見込み量 

 

第１節 令和８年度に向けた目標値                                               

障害福祉計画に係る基本指針に基づき、地域生活への移行や就労支援といった課題に対応するため、

障害福祉計画等において必要な福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標値

（以下、「成果目標」）の設定と、成果目標を達成するために必要な障害福祉サービス等の量を見込むこと

が適当としています。 

本市においては、この指針及び地域の実情を踏まえ次の通り成果目標を定めます。 

 

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

施設に入所している障がいのある人のうち、今後、自立訓練事業等を利用し、グループホームや一般住

宅等に移行する人数を見込み、令和８年度末における地域生活に移行する人の目標値を設定します。 

ただし第６期計画で未達成人数がいた場合は、その人数を含めることと定めています。 

項   目 
国からの基本指針 

現行 新 

福祉施設から地域生活に移行 
令和元年度末時点の施設入所

者数の６％以上を移行。 

令和４年度末時点の施設入所

者数の６％以上を移行。 

入所者数の削減 
令和元年度末時点から施設入

所者数を１．６％以上削減。 

令和４年度末時点から施設入所

者数を５％以上削減。 

 

●目標値 

項   目 数 値 備         考 

第７期計画作成時の入所者数 ３８人 令和４年度末時点の入所者数 

【目標値】 

地域生活移行者数 

５人 

（１３%） 

施設からグループホーム、家庭等へ地域移行を目指す者

の数 

【目標値】 

削減見込 

２人 

（５%） 
現状からの差引減少見込み数                  

※ここでは基本指針に基づき成果目標を算出していますが、施設入所支援の見込量（P25）は、地域実績

に合わせ別で設定しています。 

 

※第６期障害福祉計画実績 

項   目 数 値 備         考 

第６期計画作成時の入所者数 ４３人 令和元年度末時点の入所者数 

地域生活移行者数目標値 ３人 令和元年度末時点の入所者数の６％以上 

地域生活移行者数 ０人 施設からグループホーム、家庭等へ地域移行した者の数 
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（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて、保健・医療及び福祉関係者が連携し

て取り組むとともに、精神保健福祉医療体制の基盤整備を推進することにより、精神障がい者の地域移行

や定着が可能となることから、そのための取り組みを積極的に推進することが必要であるとしています。本

市では「地域自立支援協議会」を協議の場として位置づけます。 

 

●目標値 

項目 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

保健・医療及び福祉関係者による協議の場

の開催回数 
１回 １回 １回 

保健・医療及び福祉関係者による協議の場

への関係者の参加者数 
６人 ６人 ６人 

保健・医療及び福祉関係者による協議の場

における目標設定及び評価の実施回数 
１回 １回 １回 

 

 

（３）地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

障がい者の地域生活への移行の支援及び地域生活支援を充実させるため、令和８年度末までに各市町

村及び各圏域に地域生活支援拠点等を整備するとともに、効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の

構築を進め、また、年１回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況の検証・検討を行うこととしています。 

また、強度行動障害を有する障がい者に関して、その状況や支援ニーズを把握し、支援体制の整備を進

めることとしています。 

 

●目標値 

項   目 目標 備考 

地域生活支援拠点等 市内または圏域で整備 

令和８年度末まで 
地域生活支援拠点等の運用状況の

検証及び検討 

年１回以上 

 

強度行動障害を有する障がい者に

関する支援体制の整備 
体制の整備 
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（４）福祉施設から一般就労への移行等 

障がい者施設利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、令和８年度末までに一般就労に移行する

人の数値目標を設定します。 

①一般就労への移行者数 

項   目 
国からの基本指針 

現行 新 

就労移行支援支援事業等を通じた

一般就労移行者数 

令和元年度の一般就労への

移行実績の１．２７倍以上。 

令和３年度の一般就労への移

行実績の１．２８倍以上。 

 

就労移行支援事業を通じた

一般就労移行者数 

令和元年度の一般就労への

移行実績の１．３０倍以上。 

令和３年度の一般就労への移

行実績の１．３１倍以上。 

就労継続支援事業（A 型）を

通じた一般就労移行者数 

令和元年度の一般就労への

移行実績の１．２６倍以上。 

令和３年度の一般就労への移

行実績の１．２９倍以上。 

就労継続支援事業（B 型）を

通じた一般就労移行者数 

令和元年度の一般就労への

移行実績の１．２３倍以上。 

令和３年度の一般就労への移

行実績の１．２８倍以上。 

 

●目標値 

項   目 数値 備考 

目標年度における一般就労移行者数  ４人 

令和８年度中において、福祉

施設の利用者のうち、就労移

行支援事業等を利用して一般

就労に移行する者の人数 
 

就労移行支援事業を通じた一般就労移行者数 

 ４人 

 
就労継続支援事業（A型）を通じた一般就労移行者数 

就労継続支援事業（B型）を通じた一般就労移行者数 

一般就労へ移行した者の割合が５割以上の就労移行支援

事業所数 
５割以上  

 

※第６期障害福祉計画実績 

項   目 数値 備考 

第６期計画の就労移行支援事業等を利用した一般就労移

行者目標値 
 ２人  

第６期計画期間中の就労移行支援事業等を利用した一般

就労移行者数 
 ５人  

 
令和３年度の就労移行支援事業等を利用した一般就

労移行者数 
 ３人  
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②就労定着支援事業 

 本市では令和３年度現在、市内に就労定着支援事業を実施している事業所及び就労定着支援事業の利

用がありません。そのため就労定着支援事業に係る目標値の設定ができない状況です。 

 市内で就労定着支援事業が実施できるように事業所と協議し、事業所の参入促進に努めます。 

項   目 
国からの基本指針 

現行 新 

就労定着支援事業利用者数       ---------- 
令和３年度の実績の１．４１倍

以上 

就労定着支援事業の就労定着率 
就労定着率が８割以上の事業

所を全体の７割以上 

就労定着率が７割以上の事業

所を全体の２割５分以上 

 

 

項   目 数値 備考 

市内就労定着支援事業所 0か所 

令和３年度末時点 

就労定着支援事業利用者数 0名 

就労定着支援事業の就労定着率 ― 

令和８年度における市内の就労定着支援事業所

のうち、就労定着率が７割以上の事業所を全体の

２割５分以上 

 

 

（５）障害児支援の提供体制の整備等 

障がいのある児童に対する支援の提供体制を、令和８度末までに整備することを定めています。 

 

●目標値 

項   目 目標 備考 

児童発達支援センターの設置 市内または圏域で１ヶ所以上 

令和８年度末まで 

障がい児の地域社会への参加・包容（インクルー

ジョン）を推進する体制の構築 
体制の構築 

主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援

事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保 
市内または圏域で１ヶ所以上 

医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場

の設置及びコーディネーターの配置 
体制の整備 
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（６）相談支援体制の充実・強化等 

ニーズに応じた適切なサービス提供をするための相談体制の確保と関係機関との連携強化を図ります。 

 

●目標値 

項   目 目標 備考 

基幹相談支援センターの設置 
市内または複数市町村による

共同設置 

令和８年度末まで 

協議会における個別事例の検討を通じた地域サ

ービス基盤の開発・改善等 
体制の確保 

 

 

（７）障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

障害福祉サービス等が多様化し、多くの事業者が参入している中、利用者が真に必要とするサービス等

の提供を行うことが重要であるとし、市町村職員は障害者総合支援法の具体的内容を理解するための取

り組みを行うことが望ましいとされます。また、適正な運営を行っている事業所の確保することが求められ

ます。 

 

●目標値 

項   目 目標 備考 

障害福祉サービス等の質を向上させるための取組

を実施する体制の構築 
体制の構築。 

令和８年度末まで 
県が実施する，市町村職員を対象とした障害福祉

サービス等に係る研修への参加人数 
２名/年 

障害者自立支援審査支払等システム等での分析

結果を活用し，事業所等と共有する体制 
体制の構築 
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第２節 障害福祉サービスの利用実績及び見込量                                

各年度における障害福祉サービス等の利用実績及び見込量を以下に示します。特に記載がないものに

ついては、近年の実績等を考慮し月間における平均数量を見込んでいます。 

また、月間の実績につきましては、月平均の数値となっていますが、年間の実績につきましては、各年度

末の数値となっております。ただし、令和５年度の年間の実績につきましては、令和５年１２月末日時点の

実績から算出した見込み値となります。   

 

（１）訪問系サービス 

①居宅介護：居宅で調理や洗濯等の家事や、入浴や排せつ、食事等の介護をします。 

 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

第６期計画見込量 

延時間数 

５６５ ５６５ ５６５ 

実績  

（実利用者数） 

４０９ 

（２８） 

３２９ 

（２５） 

３１６ 

（２１）  

達成率 ％ ７２．４ ５８．２ ５５．９ 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期計画見込量 延時間数 ４２０ ４２０ ４２０ 

 

②重度訪問介護：重度の障がいがあり、常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事等の介

助や外出時の移動の補助をします。 

 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

第６期計画見込量 

延時間数 

１３ １０ ２０ 

実績  

（実利用者数） 

５ 

（２） 

２０ 

（１） 

２７ 

（１） 

達成率 ％ ３８．５ ２００．０ １３５．０ 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期計画見込量 延時間数 ３４ ４１ ４８ 

 

③行動援護：知的・精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するとき必要な      

介助や外出時の移動の補助をします。 

 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

第６期計画見込量 

延時間数 

１４ １０ １０ 

実績 

（実利用者数） 

２ 

（１） 

１ 

（１） 

０ 

（０） 

達成率 ％ １４．３ １０．０ ０．０ 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期計画見込量 延時間数 ５ ５ ５ 
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④重度障害者等包括支援：介護の必要性がとても高い人に、居住介護等複数のサービスを包括   

的に行います。 

 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

第６期計画見込量 
延時間数 

８５ ８５ ８５ 

実績 ０ ０ ０ 

達成率 ％ ０．０ ０．０ ０．０ 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期計画見込量 延時間数 ４０ ４０ ４０ 

 

⑤同行援護：視覚障がいにより移動に著しい困難がある人に、外出時の同行、代筆や代読、排せつや

食事の介護をします。 

 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

第６期計画見込量 

延時間数 

１８ １８ １８ 

実績 

（実利用者数） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

達成率 ％ ０．０ ０．０ ０．０ 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期計画見込量 延時間数 １０ １０ １０ 

 

 

（２）日中活動系サービス 

①生活介護：常時介護を必要とする障がいのある人に、主に昼間において、障がい者支援施設等に      

おいて行われる入浴、排せつ、食事の介護、創作的活動等の機会を提供します。 

 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

第６期計画見込量 

延日数 

１，５０８ １，６１４ １，７１６ 

実績 

（実利用者数） 

１，３６８ 

（７２） 

１，３４７ 

（７２） 

１，４１４ 

（７６） 

達成率 ％ ９０．７ ８３．５ ８２．４ 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期計画見込量 延日数 １，７４０ １，７６０ １，７８０ 
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②自立訓練（機能訓練）：身体に障がいのある人を対象に、理学療法や作業療法等の身体的リハ      

ビリテーションや歩行訓練、コミュニケーション、家事等の訓練を実施しま

す。  

 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

第６期計画見込量 

延日数 

３３ ３３ ３３ 

実績 

（実利用者数） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

達成率 ％ ０．０ ０．０ ０．０ 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期計画見込量 延日数 １５ １５ １５ 

 

③自立訓練（生活訓練）：知的・精神に障がいのある人を対象に、食事や家事等の日常生活能力      

向上の為の訓練を実施します。 

 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

第６期計画見込量 

延日数 

７９ ９７ １２０ 

実績 

（実利用者数） 

８２ 

（５） 

６６ 

（４） 

６４ 

（４） 

達成率 ％ １０３．８ ６８．０ ５３．３ 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期計画見込量 延日数 ８５ ８５ ８５ 

   

④就労選択支援【計画期間中に施行予定】： 

障がい者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう，就労アセスメントの手法を活用して， 

本人の希望，就労能力や適性等にあった選択を支援します。 
 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期計画見込量 延日数 - ８０ ８０ 

 

⑤就労移行支援：就労を希望する障がいのある人に対し、一定期間、事業所内や企業における生       

産活動等の機会を通じて知識・能力の向上に必要な訓練を実施します。 

 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

第６期計画見込量 

延日数 

４１ １００ １００ 

実績 

（実利用者数） 

９７ 

（８） 

６０ 

（７） 

３６ 

（３） 

達成率 ％ ２３６．６ ６０．０ ３６．０ 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期計画見込量 延日数 ８０ ８０ ８０ 
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⑥就労継続支援Ａ型（雇用型）：一般企業等で就労が困難な障がいのある人と、事業者が雇用関係

を結び、就労の機会の提供を受け、生産活動その他の活動の機会

を通じて、知識や生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 

 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

第６期計画見込量 

延日数 

３０２ ３７３ ３７３ 

実績 

（実利用者数） 

２６８ 

（１６） 

２４４ 

（１６） 

２２５ 

（１３） 

達成率 ％ ８８．７ ６５．４ ６０．３ 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期計画見込量 延日数 ２９５ ２９５ ２９５ 

 

⑦就労継続支援Ｂ型（非雇用型）：一般企業等で就労が困難な障がいのある人に対し、一定の賃金

水準のもとで、継続した就労の機会を提供し、職場内訓練、雇用

への移行支援サービスを行います。 

 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

第６期計画見込量 

延日数 

１，０６６ １，１７１ １，２８４ 

実績 

（実利用者数） 

９６７ 

（６２） 

１，０８１ 

（６７） 

１，２６３ 

（８０） 

達成率 ％ ９０．７ ９２．３ ９８．４ 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期計画見込量 延日数 １，４６０ １，６３５ １，８３０ 

 

⑧就労定着支援：就労移行支援等の利用を経て一般就労に移行した障がいのある人と、相談を通じ

て生活面の課題の把握や、企業や関係機関との連絡調整、それらに伴う課題解決

に向けて必要となる支援を実施します。 

 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

第６期計画見込量 

延日数 

２０ ３９ ６４ 

実績 

（実利用者数） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

達成率 ％ ０．０ ０．０ ０．０ 

 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期計画見込量 延日数 ２０ ２０ ２０ 
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⑨療養介護：医療を要し、常時介護を必要とする障がいのある人に対し、医療機関等において行われ

る機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活の支援

をします。 

 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

第６期計画見込量 

延日数 

３８２ ４２３ ４２３ 

実績 

（実利用者数） 

３３５ 

（１１） 

３０８ 

（１１） 

３０５ 

（１０） 

達成率 ％ ８７．７ ７２．８ ７２．１ 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期計画見込量 延日数 ３８０ ３８０ ３８０ 

 

⑩短期入所：介護者の疾病等の理由により短期間の入所を必要とする障がいのある人に、施設       

において入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活上の支援を提供します。 

 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

福
祉
型 

第６期計画見込量 

延日数 

６２ ７１ ８０ 

実績 

（実利用者数） 

５２ 

（１５） 

５７ 

（２０） 

９３ 

（１５） 

達成率 ％ ８３．９ ８０．３ １１６．３ 

医
療
型 

第６期計画見込量 

延日数 

５１ ５１ ５１ 

実績 

（実利用者数） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

達成率 ％ ０．０ ０．０ ０．０ 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期計画見込量（福祉型） 延日数 １００ １２５ １５５ 

第７期計画見込量（医療型） 延日数 ２５ ２５ ２５ 
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（３）居住系サービス 

①自立生活援助：障がい者支援施設やグループホーム等を利用していた障がいのある人でひとり暮

らしを希望する人に、一定期間、定期的な訪問を行ない必要な助言や関係機関と

の連絡調整を行ないます。 

 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

第６期計画見込量 

延日数 

３ ３ ３ 

実績 

（実利用者数） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

達成率 ％ ０．０ ０．０ ０．０ 

 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期計画見込量 延日数 ０ ０ ０ 

 

 

②共同生活援助（グループホーム）：主に夜間において、共同生活を行う住居で日常生活上の世話

等を提供します。 

 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

第６期計画見込量 
人 

５７ ５７ ６６ 

実績 ４５ ５０ ５２ 

達成率 ％ ７８．９ ８７．７ ７８．７ 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期計画見込量 人 ６９ ７３ ７７ 

 

③施設入所支援：入所施設にて、夜間や休日における入浴、排せつ等の介護や、日常生活上の相談

支援等を提供します。 

 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

第６期計画見込量 
人 

４６ ４９ ５２ 

実績 ３９ ３８ ３７ 

達成率 ％ ８４．８ ７７．６ ７１．１ 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期計画見込量 人 ４６ ４６ ４６ 
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（４）相談支援 

①計画相談支援：サービス等利用計画についての相談及び作成等の支援が必要と認められる場合

に、障がいのある人の課題の解決や適切なサービス利用に向けて、サービス利用

計画を作成し、モニタリング等を行います。 

 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

第６期計画見込量 人 

（年間実人数） 

２１７ ２２８ ２４０ 

実績 ２０９ ２０３ ２１５ 

達成率 ％ ９６．３ ８９．０ ８９．６ 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期計画見込量 
人 

（年間実人数） 
２４２ ２４４ ２４６ 

 

②地域移行支援：障がい者支援施設等に入所、あるいは精神科病院に入院している障がいのある      

人を対象に、地域に生活を移すための支援を行います。 

 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

第６期計画見込量 人 

（年間実人数） 

０ ０ ０ 

実績 ０ ０ ０ 

達成率 ％ ０．０ ０．０ ０．０ 

  

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期計画見込量 
人 

（年間実人数） 
０ ０ ０ 

 

③地域定着支援：居住において単身等で生活する障がいのある人に、常時の連絡体制を確保し、障

がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に相談支援を行います。 

 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

第６期計画見込量 人 

（年間実人数） 

０ ０ ０ 

実績 ０ ０ ０ 

達成率 ％ ０．０ ０．０ ０．０ 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期計画見込量 
人 

（年間実人数） 
０ ０ ０ 
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第３節 障害児支援事業の利用実績及び見込量                                      

障がい児支援の提供体制の確保に関する基本的な考えは、子ども・子育て支援法に「子ども・子育て支

援の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なも

のでなければならない」と定められています。また、子ども・子育て支援法に基づく教育・保育等の利用状況

も考慮しつつ、障害児福祉サービス等の専門的な支援の確保及び共生社会の形成促進の観点から、教

育・保育等とも連携を図った上で、乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的な支援を、障がいのある児

童及びその家族に対して身近な場所で提供する体制の構築を図ることが重要になっています。 

ここでは、特に記載がないものについては、近年の実績等を考慮し月間における月平均の数量を見込ん

でいます。また、月間の実績につきましては、月平均の数値となっていますが、年間の実績につきましては、

各年度末の数値となっております。ただし令和５年度の年間の実績につきましては、令和５年１２月末日時

点の実績から算出した見込み値となります。 

 

（１）障害児通所支援                                                   

①放課後等デイサービス：就学している障がいのある児童に、授業の終了後や長期休暇等に、生活

能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などの支援を行い

ます。 

 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

第２期計画見込量 

延利用日数 

４６７ ４８１ ４９５ 

実績 

（実利用者数） 

４７４ 

（４５） 

４２６ 

（４０） 

４４５ 

（３９） 

達成率 ％ １０１．５ ８８．６ ８９．９ 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第３期計画見込量 延利用日数 ５４０ ５４０ ５４０ 

 

②児童発達支援：未就学の障がいのある児童に、日常生活における基本的な動作の指導や集団生

活への適応訓練等を支援します。 

 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

第２期計画見込量 

延利用日数 

２００ ２５３ ２００ 

実績 

（実利用者数） 

８９ 

（１０） 

８３ 

（１３） 

９２ 

（１１） 

達成率 ％ ４４．５ ３２．８ ４６．０ 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第３期計画見込量 延利用日数 １１０ １１１ １１２ 
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③保育所等訪問支援：保育所等を訪問し、障がいのある児童に対して、ほかの児童との集団生活へ

の適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。 

 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

第２期計画見込量 

延利用日数 

５ ８ ８ 

実績 

（実利用者数） 

０ 

（０） 

２ 

（４） 

３ 

（４） 

達成率 ％ ０．０ ２５．０ ３７．５ 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第３期計画見込量 延利用日数 ４ ６ ８ 

 

④居宅訪問型児童発達支援：重度の障がいがあって障害児通所支援を受けるために外出すること 

                   が著しく困難な児童に対し、自宅に訪問し、日常生活における基本的 

                    な動作の指導等の支援を行ないます。   

 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

第２期計画見込量 

延利用日数 

５ ５ ５ 

実績 

（実利用者数） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

達成率 ％ ０．０ ０．０ ０．０ 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第３期計画見込量 延利用日数 ３ ３ ３ 

 

 

（２）相談支援 

①障害児相談支援：サービス等の利用計画についての相談及び作成等の支援が必要と認められる

場合に、障がいのある児童の日常生活や地域生活を支え、その抱える課題の解

決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援します。                                                      

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第３期計画見込量 人 ７２ ７２ ７２ 

 

 

 

 

 

 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

第２期計画見込量 
人 

５４ ７０ ７０ 

実績 ６５ ６２ ５４ 

達成率 ％ １２０．４ ８８．６ ７７．１ 



 

29 

 

第４節 地域生活支援事業の利用実績及び見込量                                  

地域生活支援事業は、障がいのある人等が、日常生活又は社会生活を営むことができるように、地域の

特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により事業を効果的・効率的に実施する事業です。特に記載がな

いものについては、近年の実績等を考慮し年間における数量を見込んでいます。 

 

（１）地域生活支援事業【必須事業】 

①理解促進研修・啓発事業：障がいのある人への理解を深めるために、地域の住民等に対して研修

会やイベントの開催等を行います。 

 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

第６期計画見込量 
実施の有無 

有 有 有 

実績 無 無 有 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期計画見込量 実施の有無 有 有 有 

 

②自発的活動支援事業：障がいのある人やその家族、地域住民等が自発的に行う活動（ピアサポー

ト、障がいのある人に対する災害対策活動やボランティア活動等）に対して

支援を行います。 

 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

第６期計画見込量 
実施の有無 

有 有 有 

実績 無 無 無 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期計画見込量 実施の有無 有 有 有 

 

③相談支援事業：障がいのある人等からの相談に応じ、情報の提供、サービス利用の支援をします。

また、権利擁護のために必要な援助を行い、自立した日常生活や社会生活への支

援をします。 

 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

第６期計画見込量 
箇所 

１ １ １ 

実績 １ １ １ 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期計画見込量 箇所 １ １ １ 
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④基幹相談支援センター：地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、総合的・専門的

な相談支援を行うと共に、相談支援体制の強化や地域生活を支えるため

の体制整備に係るコーディネート等の相談等の業務を総合的に行うもので

す。 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期計画見込量 設置の有無 無 無 有 

 

⑤相談支援機能強化事業：市町村の相談支援事業の機能を強化するため、一般的な相談支援事業

に加え、特に必要と認められる能力を有する専門的職員を配置するもの

です。 

 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

第６期計画見込量 
設置の有無 

有 有 有 

実績 有 有 有 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期計画見込量 設置の有無 有 有 有 

 

⑥住宅入居等支援事業：賃貸住宅への入居に際しての必要な調整や家主等への相談・助言を通じて、

障がいのある人等の地域生活を支援します。 

 

⑦成年後見制度利用支援事業：知的障がいのある人や精神障がいのある人等で、判断能力が不十

分である一定の用件に該当する人に対し、成年後見制度の利用を

支援するためその費用を助成します。 

 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

第６期計画見込量 人 

（実人数） 

１ ２ １ 

実績 １ １ ０ 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期計画見込量 人（実人数） １ １ １ 

 

⑧成年後見制度法人後見支援事業：成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができ

る法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の

活用も含めた法人後見の活動を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

⑨日常生活用具給付等事業：重度障がいのある人に対し、自立支援用具等の日常生活用具        

の給付・貸与を行います。 

 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

種   目 第６期計画 見込量 実績 見込量 実績 見込量 実績 

①介護・訓練支援用具 

件 

（延件数） 

５ ０ ５ ０ ５ １ 

②自立生活支援用具 ４ １ ４ ２ ４ ２ 

③在宅療養等支援用具 ５ ５ ５ １ ５ １ 

④情報・意思疎通支援用具 ５ ２ ５ ２ ５ ４ 

⑤排せつ管理支援用具 ９００ ７７５ ９００ ７４８ ９００ ６５８ 

⑥居宅生活動作補助用具 

（住宅改修費） 
２ ０ ２ ０ ２ ２ 

 
 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

種   目 

件 

（延件数） 

第７期計画見込量 

①介護・訓練支援用具 ３ ３ ３ 

②自立生活支援用具 ３ ３ ３ 

③在宅療養等支援用具 ３ ３ ３ 

④情報・意思疎通支援用具 ３ ３ ３ 

⑤排せつ管理支援用具 ９００ ９００ ９００ 

⑥居宅生活動作補助用具 

（住宅改修費） 
２ ２ ２ 

※排せつ管理支援用具については、継続的に給付するものであり、１人１か月分の給付を１件として年間

の累計を計上しています。 

 

⑩移動支援事業：屋外での単独移動が困難な障がいのある人等の外出について支援します。 

 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

第２期計画見込量 

延時間数 

６００ ６００ ６００ 

実績 

（実利用者数） 

５８７ 

（９） 

５８２ 

（９） 

３９０ 

（８） 

達成率 ％ ９７．８ ９７．０ ６５．０ 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第３期計画見込量 
延時間数 ６００ ６００ ６００ 

利用者数 ９ ９ ９ 
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⑪地域活動支援センター機能強化事業：創作活動または生産活動の機会の提供に加え、医療・福

祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整や相

談支援を行います。 

 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

Ⅰ型 

第６期見込量 事業所数 １ １ １ 

実績 

（実利用者数） 

箇所 

（人） 

１ 

（５） 

１ 

（１０） 

１ 

（１０） 

Ⅱ型 

第６期見込量 事業所数 ０ ０ ０ 

実績 

（実利用者数） 

箇所 

（人） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

Ⅲ型 

第６期見込量 事業所数 １ １ １ 

実績 

（実利用者数） 

箇所 

（人） 

１ 

（１２） 

１ 

（８） 

１ 

（８） 

 
 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期計画

見込量 

Ⅰ型 
事業所数 １ １ １ 

利用者数 １０ １０ １０ 

Ⅱ型 
事業所数 ０ ０ ０ 

利用者数 ０ ０ ０ 

Ⅲ型 
事業所数 ０ ０ ０ 

利用者数 ０ ０ ０ 

 
 

 

⑫手話通訳者・要約筆記者派遣事業：障がいのある人に手話通訳者等を派遣し、意思疎通の円滑

化を図ります。 

 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

第６期計画見込量 件 

（実件数） 

８ ５ ５ 

実績 ４ ０ ０ 

達成率 ％ ５０．０ ０．０ ０．０ 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期計画見込量 
件 

（実件数） 
４ ４ ４ 

 

⑬手話通訳設置事業：市役所での手続きを円滑にするため、窓口に手話通訳者を配置する事業です。              

 

⑭手話奉仕員等養成研修事業：日常生活が円滑にいくような手話技術を習得した手話奉仕員を養

成する事業です。 
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（２）地域生活支援事業【任意事業】 

①日中一時支援事業：障がいのある人等の家族の就労支援及び一時的な休息を目的に、障がいの

ある人等の日中における活動の場を確保します。 
 

 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

第６期計画見込量 
件 

（実件数） 

５，０００ ６，０００ ６，０００ 

実績 

（実利用者数） 

６，３９６ 

（３２） 

６，３９１ 

（３３） 

５，０３２ 

（３３） 

達成率 ％ １２７．９ １０６．５ ８３．９ 

 

 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第 7期計画見込量 
延時間数 ６，５００ ６，５００ ６，５００ 

利用者数 ３６ ３６ ３６ 
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第４章 計画の推進 

 

 

第１節 計画の推進体制                                                         

（１）障がいのある人の自立と連携  

障がいのある人が、地域の中で自立した生活ができるように、障害福祉サービスを充実させるとともに、

障がいのある人同士、障がい者団体、地域との交流及び連携を促進します。 

 

（２）市の役割 

本計画を効果的、総合的に進めていくため、保健、医療、福祉分野をはじめ、人権、産業・就労、教育、

交通・住宅など関係各課との連携の強化を図り、組織横断的な支援体制を構築していきます。 

また、障害福祉サービスを円滑に実施するため、様々な広報媒体を通して市民への広報・情報提供の推

進に努めます。 

 

（３）地域社会の役割 

障がいがあってもなくても、地域に暮らす人誰もが高萩市民として、ともに生きるまちづくりを目指して、自

立した個人としてそれぞれの地域で、安心で充実した生活を送ることができるような地域社会を構築します。 

 

（４）市民の役割 

市民一人ひとりが、障がいや障がいのある人に対する理解を深め、ともに生きる高萩市を作り上げていく

という認識のもと、障がいのある人もない人も互いに人格と個性を認め合い、尊重し支え合う社会の実現を

目指します。 

 

（５）関係団体の役割 

障がい者団体や特定非営利活動法人、サービス事業者等の関係団体は、市や社会福祉協議会など関

係機関と連携し、本人や家族の代弁者として、あるいは地域福祉の担い手として、地域における福祉の向

上に努めるとともに、ともに生きるまちづくりを推進します。 
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第２節 計画の評価・見直し（ＰＤＣＡサイクル）                                             

障害福祉計画の達成状況については設定した成果目標等をもとに、高萩市地域自立支援協議会におい

て評価を行います。これら評価は、障害福祉サービス、相談支援事業及び地域生活支援事業のサービス

の利用状況や基盤整備状況についても行います。 

また、計画期間中に障害福祉施策に係る新たな行政需要が生じる等、必要な場合は、「ＰＤＣＡサイク

ル」に沿って計画や事業の見直しを行います。 

 

 

 

• 成果目標等については、
年に１回はその実績を把
握し、計画の分析・評価
を行う。（高萩市地域自
立支援協議会）

• 評価結果を踏まえ、計画
等の変更や事業の見直
しを実施する。

• 計画の内容を踏まえ、関
係各課や関係機関等の
連携による事業展開。

• 「基本指針」に即して成果
目標等を設定するととも
に、サービスの見込量の
設定を行う。（高萩市地域
自立支援協議会）

計画

（Ｐｌａｎ）

実行

（Ｄｏ）

評価
（Ｃｈｅｃｋ）

改善

（Ａｃｔ）



 高萩市地域自立支援協議会設置要綱 

制定 平成 19年 1月 30日 

改正 平成 22年 4月 1日 

 

 （設置） 

第１条 障害者及び障害児がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生

活を営むことができるよう相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステム

づくりに関し、中核的な役割を果たす協議の場として、高萩市地域自立支援協議会（以下

「協議会」という。）を設置する。 

 （所管事項） 

第２条 協議会は、次の事項について協議する。 

(1) 一般就労に関すること。 

(2) 困難事例への対応のあり方に関すること。 

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に関すること。 

(4) 地域の社会資源の開発、改善に関すること。 

(5) 高萩市障害者福祉計画及び高萩市障害福祉計画の策定、具体化等に関すること。 

(6) その他障害福祉行政の推進に関すること。 

 （委員） 

第３条 協議会の委員は、２０名以内とし、相談支援事業者、障害福祉サービス事業者、保

健・医療機関、教育・雇用関係機関、企業、障害者団体等をもって構成する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

３ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （会長及び副会長） 

第４条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他関係者の出席を求め意見

を聴くことができる。 

 （事務局） 

第６条 協議会の事務局は、高萩市健康福祉部社会福祉課に置く。 

 （その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は協議会に諮って会長が定め

る。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年２月１日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 



区　分 氏　名 所　属　団　体　等

　◎ 豊田　　守  (福)親交会 障害者支援施設リバティ若栗 施設長

　　  松下　　博  (福)愛正会 障害者支援施設愛正園 施設長

　  　小林　正次郎  特定非営利活動法人高萩めだかの会　理事長

　　  皆川　礼子 　キューブ在宅ケアセンター　相談支援員

　  　小宅　裕二  高萩それいゆ病院　社会福祉士　精神保健福祉士

　  　吉田　日出子　  茨城県日立保健所　保健指導課長　

　  　田村　伸一  高萩公共職業安定所所長

　  　三沢　博樹  茨城県立北茨城特別支援学校校長

企業
　〇 渡辺　光史  ㈱常磐谷沢製作所　工場長付広報担当

　　  長谷川　賢次  高萩市視覚障害者福祉協議会会長

　  　五十嵐　桂子  高萩市手をつなぐ育成会

  　　沼田　俊明  高萩市民生委員児童委員協議会会長

　  　川澄　崇  (福)高萩市社会福祉協議会 事務局長

◎会長　〇副会長

第７期障害福祉計画及び第３期障害児福祉計画策定委員名簿

福祉サービス
事業者

保健・医療機関

教育・雇用関係
機関

障害者団体等

（高萩市地域自立支援協議会委員名簿）
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